
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 
（法人番号） 

坂城町商工会（法人番号 8100005004862） 

坂城町   （地方公共団体コード 205214） 

実施期間 令和 6年 4月 1日～令和 11年 3月 31日 

目標 

経営発達支援事業の目標 

【目標①】小規模事業者の環境変化に対応した「先端技術の導入・活用」や「新しい取

組へのチャレンジ」を実現する。 

【目標②】小規模事業者の IT活用（ITを活用した販売促進、IT を活用した生産性向上）

を促進する。 

【目標③】上記を実現するために小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の課題を

設定した上で、地域経済を支える小規模事業者の力を引き出し、地域全体で

の持続的発展の取組を図る。 

事業内容 

経営発達支援事業の内容 

３.地域の経済動向調査に関すること 

①地域の経済動向分析（国が提供するビッグデータの活用） 

 

４.需要動向調査に関すること 

①店頭での商品・サービス調査 

 

５.経営状況の分析に関すること 

①小規模事業者の経営分析 

 

６.事業計画策定支援に関すること 

①事業計画策定支援 

②ITセミナー 

 

７.事業計画策定後の実施支援に関すること 

①事業計画のフォローアップ（計画策定の全事業者を対象） 

 

８.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

①展示会・商談会の出展支援（BtoB） 

②イベントでの新たな需要開拓支援（BtoC） 

③「ITセミナー」後の実行支援 

 

 

連絡先 

坂城町商工会 

〒389-0601 長野県埴科郡坂城町大字坂城 10051 

TEL: 0268-82-3351  FAX: 0268-82-8228  E-mail: sci@sakakinavi.jp 

 

坂城町 商工農林課 商工観光係 

〒389-0692 長野県埴科郡坂城町大字坂城 10050 

TEL: 0268-75-6207  FAX: 0268-82-3138  E-mail: shoukou@town.sakaki.lg.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

1.目標 

(1)地域の現状及び課題 

①現状 

ア 坂城町の概況 

坂城町（以下、当町）は、本州のほぼ中央、長野県の東北部に位置し、北及び西は千曲市、東及び南は

上田市に接している。総面積は 53.64 平方キロメートルである。 

地勢は、周囲を標高 1,000ｍ級の山々に囲まれた盆地であり、町のほぼ中央を南北に千曲川が流れてい

る。周辺の山々から千曲川に向かって、谷川、御堂川、日名沢川、福沢川などの河川が流れ込み、扇状地

を形成しており、集落はこの扇状地の上に位置している。 

当町の主要産業は工業であり、機械・金属加工業を中心に多種多様な技術を持つ約 200 社の企業が集積

している。独自の創意工夫と先進的技術の開発により、常に時代の先端を歩んできたことから「ものづく

りのまち」と呼ばれている。 

交通では、旧北国街道の交通の要衝に位置し、現在では、千曲川の東側にしなの鉄道､国道 18 号、上信

越自動車道、北陸新幹線（トンネル通過）、西側に国道 18 号上田篠ノ井バイパス、主要地方道長野上田線

（力石バイパスを含む）がほぼ平行に走り、長野・上田両地域とのネットワークを形成 ている。 

東京からのアクセスでは、電車では北陸新幹線としなの鉄道で約 1 時間 40 分、車では関越自動車道と

上信越自動車道で約 2 時間 10 分の距離にある。 

坂城町商工会（以下、当会）は、当町唯一の商工団体である。 

 

 
出典：坂城町観光ガイド「信州さかき」 
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県内でも有数の「ものづくりのまち」としての地位を築き、地域経済発展の原動力となっている。 

■売上高の構成比（坂城町上位 5 業種） 

 
出典：RESAS（産業構造マップ-2016 年売上高（企業単位）大分類） 

 

 下図のとおり、付加価値額においても、製造業が 87.2％を占めており、長野県 31.5％、全国 23.8％と

比較しても突出していることがわかる。 

■付加価値額の構成比 

 
出典：RESAS（産業構造マップ-2016 年付加価値額（企業単位）大分類） 
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＜経営課題＞ 

・既述のとおり、長野市と上田市という二大商圏に挟まれた立地であり、町外の大型店等に購買力が流出

している状況にある。更に、イ ターネット等情報化、DX 化の進展等による大手 EC サイトの隆盛が競

争環境の激しさに拍車をかけている状況にある。 

・少子高齢化により、経営者自身も高齢化し、後継者確保に苦慮されている。また、更にそうした状況の

中、若年層や中年層のニーズやトレ ドの変化について把握できていない小規模事業者もある。 

・そもそも子育て世代等若年層から中年層にかけて、生まれ育った町ではあるものの、子どもの頃から町

外で買い物に出かけていたため、町内の店舗の存在を知らない、又は知ってはいても入り難い印象を与

える等、小規模事業者と町民・消費者との関係性・コミュニケーションの構築が図られていないケース

もある点が課題である。 

 

ⅲ_建設業 

＜現状＞ 

当町建設業の小規模事業者の特徴としては、所謂、対消費者取引の事業者が比較的少ない点が挙げられ

る。一部工務店を除くと、設備工事業や足場工事業、土木工事業等、直接一般消費者に営業をしない下請

け事業者が比較的多い。またその一方で、事業者間の取引関係は比較的強く、町内の工務店から同じく町

内の大工事業者や設備工事業者が下請けで業務を行っているという関係がよく見受けられる。 

地域の建設業者からは、生活必需品等の物価高騰が著しい現在、住宅等の フォーム需要は特別に急を

要するものでも無ければ後回しにされてしまいがちになるとの声が聞かれる。また、従業員（職人）が一

人前になると独立してしまう傾向は現在でも変わらず、併せて従業員（職人）の高齢化が一層進んでいる

状況にある。 

 

＜経営課題＞ 

・物価高騰の影響により、住宅・事務所等リフォーム需要は特段急を要するものでもない限り優先順位が

低く後回しにされがちであり、地域建設業者の売上が減少傾向にある。 

・住宅建築については、大手ハウスメーカーの進出・競合により新築工事の受注には苦慮している。 

・下請け事業者が多く、営業力が弱い。 

・建設現場でも従事する作業員の高齢化が顕著である。技術職であり、とりわけ人材育成に時間を要する

業種である。人材をいかに確保するか、また少ない人数でも生産性向上を図り効率的な工事を進めて行

くのか、といった点が課題である。 

 

カ 坂城町第 6 次長期総合計画 

「坂城町第 6 次長期総合計画（令和 3 年度～令和 12 年度）」の商工・観光部分は下表のとおりである。 

前期基本計画を小規模事業者支援の視点でみると、商業活性化では ICTの活用などによる商機能の充実、

工業活性化では企業の成長に必要な技術の高度化・技術革新による高付加価値化に対する支援、人材の育

成・確保を進めることなどが掲げられている。 

■基本構想（令和 3 年度～令和 12 年度） 

まちづくりの 

基本理念 

・未来へと躍動するまち 

暮らしと産業を支える交通網などの基盤整備を進め、「ものづくりのまち」の更な

る発展と地域経済の成長を目指します。 

・みんなの笑顔輝くまち 

誰もが幸せで笑顔あふれ、健康でいきいきと輝き、次世代を育む文化あふれるまち

を目指します。 

・つながるあんしんのまち 

豊かな自然環境と調和し、人のつながりと助け合いによる、災害に強く安心なまち

を目指します。 

町の将来像 輝く未来を奏でるまち 

基本目標 ①暮らしと産業、安心の基盤づくり 
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②健康でいきいきと暮らせるまちづくり 

③技術と魅力が集うものづくりのまち 

④災害に強く、環境にやさしいまちづくり 

⑤未来へつなぐ子育てと学びのまちづくり 

⑥すべての人がともにつくるまち 

■前期基本計画（令和 3 年度～令和 7 年度） 

第 3 章 技術と魅力が集うものづくりのまち 

第 3 節 活力ある商業へのチャレンジ 

 施策 1 商業の活性化 

 施策 2 経営強化の支援 

第 4 節 技術を高め、次代へつなぐものづくり 

 施策 1 企業支援、次世代産業の創出 

 施策 2 産業集積の推進 

 施策 3 次世代を担う人材の育成と確保 

第 5 節 魅力を伝える観光地域づくり 

 施策 1 観光地域づくりの推進 

 施策 2 情報発信と受入れ体制の強化 

第 6 節 産業の連携による地域ブランドづくり 

 施策 1 農・商・工連携による商品化促進 

 施策 2 さかきブランドの構築 

 

②課題 

これまで記述した内容から小規模事業者にとって対策が必要な地域の課題をまとめる。 

まず、人口をみると、当町の人口は 2020 年の 14,004 人から 10 年後の 2030 年には 11,956 人へと 14.6％

減少することが予測されている。小規模事業者においては、この人口減少による消費の減衰への対応が課

題となる。 

さらに、年齢 3 区分別人口をみると、高齢化率が上がり、消費構造が変化していくことから、この変化

への対応が課題となる。また、当町の主要産業は工業であり、人手が必要な業種であるが、生産年齢人口

は 2020年の 7,333人から 10年後の 2030年には 6,172人へと 15.8％減少することが予測されているため、

労働力不足が発生する可能性が考えられる。そのため、IT 活用などによる生産性の向上が課題となる。 

特産品では、当町は、昼夜の気温差が大きく、果樹栽培に適していることから、中山間地においてぶど

う、りんごを中心に果樹栽培が盛んである。また、ねずみ大根は、町を代表する伝統野菜として、広く認

知されている。小規模事業者においても、これらの農産物を活用した加工品を開発することが期待されて

いる。 

産業をみると、当町では、事業所数、売上高、付加価値額とも製造業の占める割合が突出しており、製

造業が地域の基幹産業となっている。一方、製造業の事業所数推移をみると、平成 24 年が 247 社、令和 3

年が 205 社と 17.0％の減少となっている。このうち小規模製造業に着目すると、平成 24 年が 204 社、令

和 3 年が 159 社と 22.1％の減少となっており、とりわけ小規模製造業の事業所数減少が大きい。近年の傾

向からみても、製造業の創業者は少ないため、既存の小規模製造業における経営力強化や事業承継などに

よる事業所数の維持、さらにこれに伴う地域産業基盤の維持が課題である。 

景況感をみると、業況 DI では、2022 年 7-9 月期から 2023 年 1-3 月期にかけてマイナス値となっている

が、2023 年 4-6 月期にかけて回復傾向がみられる。次に、売上高 DI および採算（経常利益）DI をみると、

2022 年 7-9 期以降、売上高 DI は拡大傾向にあるものの、採算（経常利益）DI がマイナス値のまま横ばい

で推移している。このひとつの要因として、原油高、エネルギー高、原材料高等によるコスト増加が考え

られるため、コスト増加分の価格転嫁や、利益を確保するための取組などが課題であるといえる。 

業種別の経営課題をみると、ア．製造業では、人手不足への対応、DX 化による生産性向上、事業承継、

技術集積、イ．商業では、町外の大型店や大手 EC に対する競争力強化、若年層や中年層のニーズやトレ

ンドの変化への対応、消費者の認知度向上や消費者とのコミュニケーション、ウ．建設業では、物価高騰

への対応、大手ハウスメーカーとの差別化、営業力の強化、人材の確保・育成、生産性向上による効率的
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営発達支援計画を定め、小規模事業者の活性化に向けて全職員一丸となり取り組む。 

目標（第 2 期経営発達支援計画） 

（1）製造業の基盤強化（生産性の向上と雇用の安定）を図るため、PDCA による進捗状況・改善提案等

の推進について支援する。 

（2）商業・建設業の魅力を向上させる取り組みを実施する。各企業が「強み・魅力」を把握、再認識

することで地元住民への理解・認知度の向上を図る。事業計画策定支援により新たな需要の開拓を

支援する。 

（3）地域ブランド「坂城ブランド」を坂城町と共に確立し、6 次産業＋観光による地域活性化を図る。 

（4）金融機関（認定支援機関）との連携による企業支援の体制強化構築を図る。 

 

(3)経営発達支援事業の目標 

〈目標〉 

【目標①】 

小規模事業者の環境変化に対応した「先端技術の導入・活用」や「新しい取組へのチャレンジ」を実現

する。 

【目標②】 

小規模事業者の IT 活用（IT を活用した販売促進、IT を活用した生産性向上）を促進する。 

【目標③】 

 上記を実現するために小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の課題を設定した上で、地域経済を

支える小規模事業者の力を引き出し、地域全体での持続的発展の取組を図る。 

〈地域への裨益目標〉 

 上記【目標①】～【目標③】により、小規模事業者数の減少を抑えることを通じて地域活力の維持を図

る。また、「ものづくりのまち」の更なる発展を目指す。 

 

 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

2.経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和６年４月１日～令和１１年３月３１日） 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

 
【目標①達成のための方針】 

小規模事業者の環境変化に対応した「先端技術の導入・活用」や「新しい取組へのチャレンジ」を支援

するために、まずは経営分析により各事業者の現状（経営状況）を明らかにする。経営分析では、財務デ

ータ等からみえる表面的な経営課題だけでなく、事業者との対話と傾聴を通じて経営の本質的な課題を事

業者自らが認識することに重点を置く。また、「先端技術の導入・活用」や「新しい取組へのチャレンジ」

を行う小規模事業者に対しては、事業計画の策定支援を行い、さらに計画を伴走型でフォローアップする

ことで、売上や利益の拡大を実現する。 

また、販路開拓にあたっては、展示会・商談会の出展支援やイベントでの新たな顧客開拓支援、IT セミ

ナー後の実行支援などにより新たな需要開拓を実現する。 

 

【目標②達成のための方針】 

小規模事業者の IT 活用（IT を活用した販売促進、IT を活用した生産性向上）に向けて、前項の各支援

段階において IT 活用支援を実施する。具体的には、ア．経営分析支援の際に、事業者のデジタル化・IT
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

【令和 5 年 11 月現在】 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達支援

事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制 等） 

         

 

 法定経営指導員 1名

 経営指導員 1名

 補助員    1名

 一般職員 2名

 臨時職員   1名

坂城町

商工農林課
事務局長

  
 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指導員

による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

氏 名： 宇都宮 剛 

連絡先： 坂城町商工会 TEL. 0268-82-3351 

 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言 

経営発達支援計画の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価・見直

しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

〒389-0601 

長野県埴科郡坂城町坂城 10051 

坂城町商工会 

TEL： 0268-82-3351 ／ FAX： 0268-82-8228 

E-mail： sci@sakakinavi.jp 

 

②関係市町村 

〒389-0692 

長野県埴科郡坂城町坂城 10050 

坂城町 商工農林課 商工観光係 

TEL： 0268-75-6207 ／ FAX： 0268-82-3138 

E-mail： shoukou@town.sakaki.lg.jp 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

必要な資金の額 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 

 需要動向調査支援 50 50 50 50 50 

 経営状況分析支援 100 100 100 100 100 

 事業計画策定支援 200 200 200 200 200 

 事業計画策定後支援 200 200 200 200 200 

 新たな需要の開拓支援 800 800 800 800 800 

 経営指導員等の資質向上 50 50 50 50 50 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

一般財源（会費収入、手数料収入等）、町補助金、県補助金、国伴走型小規模事業者支援推進補助金等 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携して実施する事業の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


